
                                      

 

 

 

 

○2021年グローバルイノベーション指数 中国 12位に 
9 月 20 日に世界知的所有権機関（WIPO）が発表した「グローバルイノベーション指数報告書 2021」によれ

ば、中国は 12 位で、3 年連続でトップ 15 に入った。昨年は 14 位であった。(発信元:中国知財局) 
 

○グローバル知的財産権保護創新フォーラム 
世界知的所有権機関(WIPO)北京事務所、北京市知財局、中関村発展グループの共催で 9 月 24 日に北京で行

われた。北京市副市長殷勇氏，中国知財局副局長何志敏氏、WIPO 事務長補マルコ・アレマン(Marco Aleman)
氏を始め、日本、米国、欧州等からの学者、国内官庁、研究機構、ハイテック企業、知名大学、金融機関、
特許事務所等からの代表者が 1 万人以上現場+テレビで参加した。(発信元: 中関村フォーラム) 

 
○知的財産権国際保護示範工程稼働 

8 月 25 日、工程稼働儀式が北京中日創新協力示範区（所在地：北京市大興区）で行われた。区内には、北
京市高級人民法院（高裁）の「知的財産権巡回審判法廷」が設けられる。中国知財局、北京市知財局、北京
市高級人民法院等からの幹部、日本大手知財部門からの代表者が出席した。（発信元：北京市知財局） 

 
○2021天府知的財産権フォーラム 

9 月 23 日に四川省成都市で行われたフォーラムは、中国知財局副局長甘紹寧氏及び四川省副省長羅強氏を
始め、中国西部区域 12 省の政府機関等からの代表者が参加した。テーマは、「知的財産権の激励・創新発展」
である。(発信元:中国知財局) 
 
○国際知財侵害者の信用喪失リスト作成へ 

9 月 1 日より、中国市場監督管理総局が公表した「市場監督管理における厳重違法・信用喪失リストの管
理方法」が実施される。故意の知的財産権侵害や商業秘密侵害をした企業はこのリストに記入されるように
なる。但し、行政処罰に課される義務を遂行し加害効果及び悪影響を自発的に解消させた企業は、リストに
記入されてから 1 年後にリストから移除されることもある。(発信元:中国知財局) 
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中国企業広西柳工機械株式会社(G 社)が所有の中国登録商標第 4788561 号及び 4788563 号を侵害されたと
して、中国企業山東鲁工機械株式会社(S 社)を提訴する、という事件である。 
第 4788561 号商標は、指定商品が第 7 類の掘削機等で、2008 年 6 月に登録された｢LIUGONG 柳工｣プラス図

柄の商標(以下｢L1 商標｣と称する)、第 4788563 号商標は、指定商品が第 7 類の掘削機等で、2008 年 6 月に登
録された｢LIUGONG｣という商標(以下｢L2 商標｣と称する)である。 

2020 年 5 月､G 社は、S 社がその機械製品にイ号標識(｢LUGONG｣)を、ﾈｯﾄ上で｢lugong.net｣という公式サイ
トを使用していることを理由に、S 社を提訴｡一方、S 社は、自社は 2004 年以来、合法的に｢鲁工｣商号を使用
していること、｢LUGONG｣は｢鲁工｣の唯一の発音表記であることと、｢鲁工｣及び｢LUGONG｣は｢柳工｣及び
｢LIUGONG｣と似ていないこととから、権利侵害をしていないと反論。因みに、｢LIUGONG｣は G 社の商号のメイ
ン文字｢柳工｣の発音表記、｢LUGONG｣は S 社の商号のメイン文字｢鲁工｣の発音表記である｡また、G 社は 1993
年 11 月、S 社は 2004 年 6月に設立。 
一審裁判所の青島市中級人民法院(地裁)は、①S 社のイ号製品（工事機械等）は L1 商標の指定商品に該当

すること、②イ号標識｢LUGONG｣の中の｢G｣を顕著化する使用方式は L1 商標との混同をもたらす恐れがあるこ
とから、権利侵害があったとする一方、｢lugong.net｣サイトは公的機関に登録されているので、その使用は
権利侵害にならないとする判決を下した。G 社は、不服があるとして、上訴。 
二審裁判所の山東省高級人民法院(高裁)は、下記内容の終審判決を下した。 
①L2 商標｢LIUGONG｣は、G社の使用・宣伝により高い知名度を持つようになる。 
②イ号標識｢LUGONG｣は、L2商標の指定商品と類似する商品に使用する場合、関連公衆間で混同や誤認をも

たらすことが容易である。 
③S 社がイ号製品にイ号標識を使用した行為は、L1 商標のみならず、L2 商標も権利侵害するようになる。 
④｢lugong.net｣サイトの使用は権利侵害がない。（参考：最高裁（20）民提字第 49 号民事裁定書等） 

中国では、使用者の商号が一定な市場知名度を有しており、他者が該使用者からの許可がないまま該商号
と類似する商標を出願した場合、関連公衆間で容易に混同や誤認をもたらす恐れがあれば、該商標権に対し
て該使用者の先使用権が認められる。(法準拠:最高裁法釈[2017]2 号) 
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